
千葉市立海浜病院内残置物処理業務委託 契約書別記 

 

（売却可能物品の所有権移転） 

第１条 受注者は、本業務により撤去した医療機器、什器備品、金属類その他の物品のうち、売却又は

再利用を予定する物品について、品目、数量、見込売却額その他発注者が必要と認める事項を記

載した売却予定物品一覧を作成後、搬出を行う前までに提出し、発注者の承認を受けなければな

らない。 

２ 前項の承認を受けた物品（以下、「売却可能物品」という。）の所有権は、発注者の承認後、当

該物品を受注者が病院敷地外へ搬出した時点で発注者から受注者へ移転するものとする。 

３ 受注者は、売却可能物品について、自己の責任及び費用負担により売却、再利用その他の処分

を行うことができる。 

４ 売却可能物品以外の物品については、所有権は発注者に帰属するものとし、受注者は本業務以

外の目的に使用し、又は第三者へ譲渡してはならない。 

 

（売却収益の帰属） 

第２条 売却可能物品の売却、再利用その他の処分により生じた収益は、全て受注者に帰属するものと

する。 

２ 受注者は、売却可能物品の売却価格、売却数量その他の売却結果について発注者に報告しなけ

ればならない。また、受注者は売却完了時に売却結果一覧を提出すること。 

３ 売却可能物品の売却価格が受注者の見込みを上回り又は下回った場合であっても、発注者及び

受注者は契約金額の変更を請求することができない。 


